
～ 総務省からのお知らせ ～

政治家の寄付禁止に係る
啓発へのご協力をお願いします。

年末年始はお歳暮やお年賀など、

贈り物の機会が増える時期です。

先日、政治家の寄付禁止に関する

通知を発出しておりますが、各団体

で発行される広報紙、ＨＰ、ＳＮＳ

等、各媒体を活用し積極的な啓発へ

のご協力をお願いいたします。

下記ＵＲＬの令和７年１２月号よりご覧いただけ

ます。

【参考ＵＲＬ】

https://www.soumu.go.jp/menu_news/kouhoushi/koho/index.html

～ 明るい選挙推進協会からのお知らせ ～

「情報誌Voters No.89」を発行しました。

今号の特集は「ＳＮＳとのつき合い方」です。近年、ＳＮＳ上の偽情報・誤情報がたびたび話題となり、選挙結果に与え

る影響も少なくないと言われています。ＳＮＳにはどのような特性があるのか、また、ＳＮＳが選挙に与える影響や、どの

ように向き合っていくべきかについて、中央大学の岡嶋裕史教授、国際大学グローバル・コミュニケーション・センターの

山口真一准教授、ＮＨＫ報道局の薮内潤也氏、日本大学の中橋雄教授、東京大学の宍戸常寿教授にご執筆いただきました。

あわせて、若者は実際にＳＮＳをどのように利用しているのかについて、選挙啓発に携わる大学生３名から寄稿をいただ

いています。

ところで、協会が若年層を対象に開催しています「若者リーダーフォーラム」では「選挙情報に対するネットリテラシー

をいかに育むか」をテーマにグループ討議を行っています。その中で「あえて偽情報を作成してみることで、偽情報を見抜

くことができるようになるのでは」などの意見が出されています。また「地域コミュニティフォーラム」では、参加者に主

権者教育（選挙出前授業）に、情報リテラシーを高めるための授業案を考えてもらっています。

選挙権年齢が１８歳に引き下げられてから１０年が経過しましたが、主権者教育（選挙出前授業）の内容も新たなフェー

ズに移行していかなければいけないのかもしれません。ご一考ください。

【問合せ先】（公財）明るい選挙推進協会Tel：03-6380-9891

～ 若者向け啓発活動紹介 ～

主権者教育だよりの情報掲載について

主権者教育だよりでは、主権者教育や選挙啓発に関する総務省や各選管などの取組みを広く情報発信しています。自分たちの取組みやイベントを紹介してほしいという希望にも可能な限り、
お応えしますので、ぜひご連絡ください。なお、配信は毎月月末を予定しています。

【問合せ先】総務省自治行政局選挙部管理課選挙啓発係 市村･北村･山口 Tel：03-5253-5574 Mail：senkyo.kanri@soumu.go.jp

１．若人のつどい（岐阜県選挙管理委員会／主権者教育アドバイザー・光延忠彦）

令和７年８月２０日、岐阜県庁において「若人のつど

い」を開催しました。県内の若者１９名を対象に、島根県

立大学名誉教授で主権者教育アドバイザーの光延忠彦氏に

よる講演を実施しました。

講演では「選挙をするとはどのようなことなのか」「民

主的な物事の決まり方とは？」をテーマに、若者啓発グ

ループ３団体の活動紹介に続き、「決まり方についての実

証ゲーム」と題した模擬投票を行いました。

参加者は投票結果をもとに現在の小選挙区制のルールについて考え、民主的な仕組みへ

の理解を深めました。参加者からは「民主的というのが何かを知れてよかった」「投票

率が上がることで結果が変わることを実感できた」「高校生に伝える内容として新しい

学びを得られた」などの声が寄せられました。

当日は高校生や若者啓発団体、市町村選挙管理委員会職員など、多くの若人にご参加い

ただきました。

２．ユーストークcafé（神奈川県寒川町議会）

神奈川県寒川町議会は、令和８年１月２４日（土）午後に、

若者と議員が話し合う「ユーストークcafé」を開催します。昨

年度に続き2回目で、若年層が議会に興味を持ってもらい、投票

行動や政治参加を促進することを目的としています。

当日は、中学生から２５歳までの参加者が議員と一緒に、各

グループで１２枚の「まちづくりカードゲーム」を使いながら、

政策決定プロセスの疑似体験を行います。お菓子やお茶を飲食

しながら、カフェ感覚で気軽に話し合えるのが特徴です。司

会・進行は、主権者教育に詳しい「議会アドバイザー」の高橋

一之氏が担当します。

寒川町議会は、令和６年６月に「議会基本条例」を制定し、

全国で初めて「主権者教育の推進」を条文に明文化しました。

それに基づき、議会テーマソングの作成や、親子で議場を探検

するイベントの開催、議会だよりにキッズコーナーを掲載する

など、「議会による主権者教育」に積極的に取り組んでいます。

※写真は昨年度に実施
した際の様子です。
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